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令和２年度 第３回久留米市有線放送運営委員会 議事録 

 

日時 令和３年３月２日（火） １５時３０分～１６時３０分 

場所 田主丸総合支所１階 多目的室１ 

出席者 大熊委員長、古賀良雄委員、林田委員、栗木委員 

高橋委員、小西委員、稲益氏（橋本委員の代理）以上７名 

欠席者 小林副委員長、古賀としかず委員、草野委員、山下委員以上４名 

事務局 山本支所長、右田次長、吉岡補佐、橋本主査、木村 （本庁より千代田課長、江頭主査） 

傍聴者 なし 
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事務局 （１）各校区への今後の方針の説明 〔説明〕 

委員① 市の事業廃止後、「継続しない」としている自治会でも、市が撤去に取りか

かるまでの間は、自治会放送として使用してよいか。 

委員長 ただいまの質問については、報告事項（３）市事業終了に向けた今後必要な

取組み、の部分で説明をしてもらいたいが、いかがだろうか。 

委員① はい。 

事務局 （２）放送設備移譲に関する自治会の意向集約状況〔説明〕 

委員① 当校区は「検討中」7 自治会のうち、「継続する」と回答した自治会が 2 つ

ある。 

委員長 これらの集約状況は最終結論ではなく、現段階の報告ということでよいか。 

事務局 そうである。 

事務局 （３）市事業終了に向けた今後必要な取組み〔説明〕 

事務局  市の事業廃止後、「継続しない」としている自治会でも市が撤去に取りかか

るまでの間は自治会放送として使用してよいか、という質問については、放送

が利用できる自治会と利用できない自治会があれば不公平な状況となるため、

撤去が複数年に渡ることは想定されるものの、廃止後はどの自治会も使用しな

いところで考えている。 

委員① そういった取り扱いになるというなら従わなければいけないが、できれば使

いたいと思っていた。災害等で有線放送が使用できない地域から撤去していけ

ばよいのではないか。 
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事務局 撤去計画を作成する際に撤去箇所の順番は調整できると思うので、今後検討

していきたい。 

３  

協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 （１）スピーカーの新規受付について〔説明〕 

委員長 ある一定の時期を目途に受付をしない、その時期を明確にしなければならな

いということだが、この運営委員会で結論付けてよいのか。 

例えば、令和３年度までとするか、もう少し伸ばすか。 

事務局 現在も保守改修の委託料の中で、ケーブルの断線や有線柱の建替等を行って

おり、新規工事もその中で対応している。業者は週 2 日しか来ないため、新規

工事が増えれば保守改修で行う工事の作業日数や予算が不足することになる

ため、今後新規の受付を抑制していきたい。例えば、元々スピーカーを取付け

ていた家の建替等であれば受付けるが、新たな転入世帯は受付けない等の抑制

をしていきたい。 

委員長 全くの新規の場合と家の建替の場合とあるが、ここ 5年の全くの新規の場合

の件数は何件なのか。 

事務局 新規受付は令和元年度 42件、令和 2年度 39件であるが、全くの新規か建替

かの内訳は出していない。 

委員長 新しく自治会に入ってくる場合は宅地造成等で増える所など、一定の地域に

限られるのではないか。そういった場合の新規受付を一定時期で抑制すること

になる。 

事務局 あとは新築の家に取付けても、すぐに事業廃止となってしまう懸念もある。 

委員長 スピーカーの新規設置の費用はどれくらいかかるのか。 

事務局 現在、保守改修の作業日数の中で行っており、それと別に設置費用が約 2

万円程度である。作業日数は週 2日なので、新規が増えれば他の工事が回れな

くなってしまう。 

委員長 現在、保守改修の委託料が約 1,000万円かかっている。有線放送事業は将来

的な廃止が決まっており、新規よりも施設を現状維持していく方がよいという

考えだと思う。色々な情報伝達手段があることをご理解いただき、ある一定期

間で新規受付を抑制するようにしていかなくてはいけないが、委員の皆様のご

意見を伺いたい。 

委員①  「継続する」自治会の場合は新規受付をするが、「継続しない」自治会は新

規受付をしない、と決めた方がよいのではないか。 

事務局 そのようにさせていただきたい。スピーカーの取付けをしない世帯へは各自

治会長より情報を伝達していただきたい。 

委員長 「継続しない」自治会については令和３年度末をもって新規受付を抑制する

ということでよいか。 

事務局 できればなるべく早めに、令和３年度からそのように対応していきたい。 

委員長 まだ「検討中」としている自治会があるが。 
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事務局 令和３年１月末時点で「検討中」としている自治会もあるため、令和３年度

中に最終的な意向集約を行いたい。その取りまとめ以降、新規受付の抑制を行

っていきたい。 

委員長 「継続する」自治会は新規を受付ける、「継続しない」自治会は令和３年度

から新規を受付けない、「検討中」の自治会は「継続する・しない」の結論が

出た時点で同様の対応をする、ということでよいか。委員の皆様、いかがだろ

うか。 

各委員 （異議なし） 

事務局 （２）アンプの改修について〔説明〕 

委員長 アンプの代替がないという事なので、自治会によってはアンプが壊れた時

点、アンプの修理が不可能となった時点で有線放送が終わる、ということで理

解してよいか。 

事務局 そのようになる。 

委員② 修繕不可能なアンプが何台になれば、有線放送は終わるのか、そこを決めて

おかないといけないのではないか。 

委員長 その点については、次第４ その他 （１）次回運営委員会での協議事項に

ついて、と関連があるので、そちらも説明いただきたい。 

４  

その他 

事務局 （１）次回運営委員会での協議事項について〔説明〕 

委員長 先ほどの質問にあったように、アンプの改修が一番の問題だと思う。現在、

全くアンプの用を成さない自治会はあるか。 

事務局 1自治会については、60Wのアンプが故障したが部品交換での修繕ができず、

諸事情で他自治会より取り外していた 30Wのアンプを取り付けている。そのた

め、出力不足で音が小さいといった不具合がある。 

その他の自治会のアンプもほとんどがかなり古いものなので、雷などでいつ

故障してもおかしくない状況である。各自治会で使用しているアンプは全部で

105 台ある。今年度は 3台が修繕不可能となったが、改修は 2台しか対応でき

なかった。次年度以降、何台も壊れるようであれば対応できない。 

委員② 修繕不可能なアンプが何台になったら、公平な情報伝達ができなくなるため

有線放送を廃止する、という基本方針を事務局が決めていかなくてはいけない

のではないか。その基本方針について、この運営委員会で質問をしていくので

はないか。そうでなければ運営委員会で結論は出せない。 

事務局 アンプは 1台壊れても厳しい状況である。1台まで、または 2台までと台数

を決めるのはいいが、災害対応のために予算を残しておかないといけない面も

ある。災害等でケーブルが断線した場合の復旧工事に対応するための予算を確

保しておかなければならない。台数を決めるのは難しいが、1台でも壊れれば

大変厳しい状況であるということは認識していただきたい。 



 4 

事務局 廃止についてどういったレベルで判断するかということを次回運営委員会

で具体的な議論をしていただきたいと考えている。それまでに事務局から廃止

についての意向を示していきたい。次回運営委員会で議論いただくために、委

員の皆様には心の準備、廃止となれば検討していただくこともあると思われる

ので、その時間を作っていただきたいという事で次回の提案を今の時点でさせ

ていただいている。この件について、現時点で事務局からは具体的な内容を出

せる状況ではない。 

委員② 地球温暖化で気候変動が激しい現在、大きな台風が来て修理費用がどれ位か

かったら廃止するのか、そういった基本方針を事務局が決めなくてはいけない

と思う。運営委員会では分からない。平成 3年のような台風が来たら修繕費用

は相当かかる。ある程度の基本方針を事務局が決めておかねばならないと思

う。 

委員長 今の委員②からの提案については、次回運営委員会で「修理不可能」という

意味、定義付けをどうしていくか。アンプだけでなく、ケーブルの断線や倒柱

等様々な支障が発生した時に、どこを目途にするのかということだと思う。シ

ミュレーションを次回運営委員会で事務局から出していただいて、それを基に

運営委員会で判断するということでよろしいか。 

各委員 （異議なし） 

委員長 事務局は、準備が難しいと思うがやってみてほしい。 

事務局 事務局で十分検討させていただきたい。委員②が言われたように、災害対応

の部分については、どの程度の災害というのがシミュレーションという部分で

は予見しづらい所があるので、いわゆる判断基準を考えてそれに基づいてどう

するのかを判断していく形にせざるを得ないと思う。 

次回そういった検討をさせていただきたい。 

委員長 他に委員の皆さんからご意見はあるだろうか。 

委員① 委員の任期であるが、校区の役員から委員として委嘱されているが、もしも

校区の役員が変更になれば、次の校区から委員を出すようになるのか。 

事務局 任期は 2年なので役員が変わっても、その校区から委員を出していただくこ

とになる。今年度が 1年目なので来年度も今の校区で委員を出していただく。 

委員長 令和 3年度に校区の役員が変わっても、現在の校区から委員を出すというこ

とでよいか。 

事務局 そうである。 

委員長  次回の運営委員会は日程をある程度決めておいた方がよいのではないか。 

事務局  次回の運営委員会は 5 月位を考えている。日付については改めてご連絡させ

ていただきたい。 
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委員長  事務局から次回の運営委員会は 5 月にという提案だが、有線放送施設の移譲

に関する各自治会の意向について、「検討中」としている自治会はできれば今

年度中に結論を出していただき、それを基に今後の対応をしていく必要がある

と思うので、5 月中旬以降はどうだろうか。 

事務局  日にちは調整をさせていただきたい。 

委員① 校区まちづくり振興会の総会が 5 月 15 日頃にあるが。 

委員長 校区の役員が改選され、委員が変わると、新しい委員がこれまでの運営委員

会の内容を十分理解できるか、という問題もある。現委員のまま次回運営委員

会をした方がいいかもしれない。そういった状況も検討して、日程については

5 月中で調整をしていただきたい。 

５閉会  閉会 

 


